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○吹田市個人情報の保護に関する法律施行細則 

令和４年１２月２８日吹田市規則第６２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、吹田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年吹田市条例第３６

号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（文書及び図画に記録されている保有個人情報の開示の方法） 

第２条 個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）第２３条の本市の機

関（議長を除く。次条において「実施機関」という。）が定める文書又は図画に記録されてい

る保有個人情報の開示の方法は、次に定める方法とする。 

⑴ 閲覧に供する場合は、当該文書又は図画（法第８７条第１項ただし書の規定が適用される

場合にあっては、次号アの当該文書又は図画を複写したもの）を閲覧に供する方法 

⑵ 写しを交付する場合は、次に定める方法 

ア 当該文書又は図画を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの

を交付する方法 

イ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ

－Ｒに複写したものを交付する方法 

（電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法） 

第３条 法第８７条第１項の実施機関が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示

の方法については、吹田市情報公開条例施行規則（平成１４年吹田市規則第３９号）第７条の

規定を準用する。 

（写しの作成等に要する費用） 

第４条 条例第５条に規定する写しの作成及び送付に要する費用については、吹田市情報公開条

例施行規則第１４条の規定を準用する。 

（運用状況の公表の方法） 

第５条 条例第１６条の規定による運用状況の公表の方法については、吹田市情報公開条例施行

規則第１５条の規定を準用する。 

（請求書等の様式） 

第６条 法の規定により作成する請求書等の様式は、市民部長が定める。 



 

2/2 

（委任） 

第７条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（吹田市個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 吹田市個人情報保護条例施行規則（平成１４年吹田市規則第４０号）は、廃止する。 

（吹田市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 

３ この規則の施行前に前項の規定による廃止前の吹田市個人情報保護条例施行規則の規定によ

りなされた自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止に係る手続につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月１０日規則第３号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


